
令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（金融庁総合政策局総合政策課） 

項 目 名 新型コロナウイルス感染症関連の印紙税非課税措置の延長 

税 目 印紙税 

要

望

の

内

容 

【民間金融機関等に係る措置】 

（措置対象） 

 新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた中小企業者等。 

 

（措置内容） 

民間金融機関が、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小

企業者等を対象に、民間金融機関が貸主となる特別貸付け等を行う場合の印紙

税を非課税とするものであるが、新型コロナウイルス感染症の状況を見極めつ

つ、所要の措置を講ずる。 

 

 平年度の減収見込額 ―   百万円 

(制度自体の減収額) (  ―   百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (  ―   百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴  政策目的 

新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた中小企業者等に対

し、民間ファイナンスによる後押しを通じて資金繰り支援を行うことで、中小

企業者等の資金繰りの円滑化を支援すること。 

 

⑵  施策の必要性 

新型コロナウイルス感染症によりその影響を受けた中小企業者等を支援する

ためには、引き続き、事業者の負担軽減を図り、個別の中小企業者等の状況に

あわせて、資金需要に適切に応えていく必要がある。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

横断的施策－３ 業務継続体制の確立と災害・サイバーセキュ

リティへの対応 

政 策 の 

達成目標 

新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた中

小企業者等に対し、民間ファイナンスによる後押しを通じて資

金繰り支援を行うことで、中小企業者等の資金繰りの円滑化を

支援すること。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

新型コロナウイルス感染症の状況を見極めつつ、特別貸付け

が延長された場合には、当該期限まで延長を行う。 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

政策の達成目標と同じ。 

政策目標の

達 成 状 況 

 ― 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた中

小企業者等が適用対象。 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた中

小企業者等の租税負担が軽減され、資金繰り円滑化が見込まれ

ることから、有効である。 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

なし 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

なし 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 ― 

要望の措置 

の 妥 当 性 

新型コロナウイルス感染症の被害者等に対する印紙税の負担

軽減を図る上で有効な措置であり、非課税対象も新型コロナウ

イルス感染症に関する特別貸付け等に限定されていることか

ら、必要最低限の特例措置であり、妥当である。 
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こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

<参考：信用保証協会の保証承諾実績> 

セーフティネット４号保証  94万件 16兆 983億円 

危機関連保証        69万件 14兆 4,618億円 

※いずれも制度開始以降令和４年６月末時点の累計（危機関連

保証は令和３年 12月末をもって終了。） 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 ― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた中

小企業者等の租税負担が軽減され、資金繰りが円滑になったと

考えられることから、有効である。 

前回要望時 

の達成目標 

 ― 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 ― 

これまでの 

要 望 経 緯 

本措置は、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企

業者等の負担軽減等を図る目的で「新型コロナウイルス感染症

等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法

律」が施行される際に措置された。 

当初、令和３年１月末となっていた期限が、令和３年度税制

改正、令和４年度税制改正で１年ずつ延長された（令和５年３

月末まで。）。 
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